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12条(2)-別紙 3-1 

 

「研究炉の重要度分類の考え方」及び「発電炉設置許可基準規則解釈」を参考に選定した信頼性に

対する設計上の考慮を必要とする重要安全施設＊1について、短期間と長期間の動的機器、長期間の静

的機器に区分し、単一故障を想定した場合の安全機能を達成するための設計方針を整理した。整理結

果を第 1表に示す。 

 

＊1： 本申請では、重要安全施設を（１）ＭＳ－１のうち、想定される単一故障及び外部電源が

利用できない場合に動的機能を必要とする構築物、系統及び機器、（２）ＭＳ－２のうち、異

常状態発生時に、周辺の公衆に過度の放射線被ばくを与えることを防止するために、異常状態

の緩和及び放射性物質の閉じ込め機能を果たすべき構築物、系統及び機器とした。 
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12条(2)-別紙 3-2 

第
1
表
 
信
頼
性
に
対
す
る
設
計
上
の
考
慮
を
必
要
と
す
る
重
要
安
全
施
設
に
お
け
る
単
一
故
障
想
定
時
の
安
全
機
能
達
成
方
針
 

分
類
 

機
能
 

該
当
す
る
重
要
安
全
施
設
 

動
的
機
器
 

（
使
命
時
間
短
期

※
1 ）

 
動
的
機
器
 

（
使
命
時
間
長
期

※
1
）
 

静
的
機
器
 

（
使
命
時
間
長
期

※
1
）
 

多
重
化
 

又
は
多
様
化
 

単
一
設
計
 

多
重
化
 

又
は
多
様
化
 

単
一
設
計
 

多
重
化
 

又
は
多
様
化
 

単
一
設
計
 

Ｍ
Ｓ

－
１
 

 

原
子
炉
の
緊
急
停
止
機
能
 

①
制
御
棒
 

②
制
御
棒
駆
動
系
 

１
）
駆
動
機
構
／
２
）
上
部
案
内
管
 

○
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

未
臨
界
維
持
機
能
 

①
制
御
棒
 

②
制
御
棒
駆
動
系
 

１
）
駆
動
機
構
／
２
）
上
部
案
内
管
 

③
後
備
炉
停
止
制
御
棒
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備
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停
止
制
御
棒
駆
動
系
 

１
）
駆
動
機
構
／
２
）
上
部
案
内
管
 

○
 

＊
未
臨
界
 

移
行
 

―
 

―
 

―
 

○
 

＊
未
臨
界
 

維
持
 

―
 

１
次
冷
却
材
漏
え
い
量
 

の
低
減
機
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①
１
次
補
助
冷
却
系
 

１
）
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁
 

○
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

②
１
次
予
熱
窒
素
ガ
ス
系
 

１
）
仕
切
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―
 

○
 

運
転
時
「
閉
」
 

―
 

―
 

―
 

○
 

隔
離
弁
 

に
よ
る
 

代
替
可
等
 

原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
 

①
１
次
主
冷
却
系
 

１
）
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ポ
ニ
ー
モ
ー
タ

 
○
 

―
 

○
 

―
 

―
 

―
 

放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
 

①
格
納
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
弁
 

○
 

―
 

―
 

―
 

○
 

―
 

工
学
的
安
全
施
設
 

及
び
原
子
炉
停
止
系
へ
の
 

作
動
信
号
の
発
生
機
能
 

①
原
子
炉
保
護
系
（
ス
ク
ラ
ム
）
 

②
原
子
炉
保
護
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（
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
 

○
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

安
全
上
特
に
重
要
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関
連
機
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①
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す
る
も
の
）
 

②
交
流
無
停
電
電
源
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（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
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す
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の
）
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－
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○
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○
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Ｍ
Ｓ

－
２
 

放
射
線
の
遮
蔽
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び
放
出
低
減
機
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①
ア
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ラ
ス
部
排
気
系
 

１
）
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系
 

（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
常
用
排
気
フ
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を
除
く
。
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②
非
常
用
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ス
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理
装
置
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―
 

―
 

―
 

―
※
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―
 

事
故
時
の
 

プ
ラ
ン
ト
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態
の
把
握
機
能
 

①
事
故
時
監
視
計
器
の
一
部
 

○
 

―
 

○
 

―
 

―
 

―
 

安
全
上
重
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－
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間
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、
2
4
時
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「
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命
時
間
長
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と
し
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。

 
※
2：

設
計
基
準
事
故
時
に
お
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て
、
本
機
能
に
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待
す
る
事
象
の
実
効
放
出
継
続
時
間
は

2
4
時
間
未
満
で
あ
る
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と
か
ら
、
本
機
能
の
一
部
を
構
成
す
る
静
的
機
器
は
使
命
時
間
短
期
と

し
た
（
別
添

1
参
照
）
。
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12条(2)-別紙 3-別添 1-1 

 

別添 1 

 

アニュラス部排気設備における静的機器の単一故障に係る設計上の考慮 

 

 

（1）系統概要 

  原子炉格納施設は、格納容器及び外周コンクリート壁との間の下半部を密閉したアニュラス部を

有する。また、アニュラス部にあっては、通常運転時において、その内部を負圧状態に維持し得る

ように、アニュラス部排気設備を設けている。アニュラス部排気設備は、非常用換気設備である非

常用ガス処理装置と連結される。アニュラス部より排気されたガスは、通常運転時において、アニ

ュラス部排気設備のフィルタ（アニュラス部常用排気フィルタ）を経由し、主排気筒から放出され

るが、原子炉保護系（アイソレーション）が作動した場合には、非常用ガス処理装置を経由して、

主排気筒から放出される。非常用ガス処理装置は、プレフィルタ、高性能フィルタ、チャコールフ

ィルタを有し、格納容器内に気体状の放射性物質が放出される事故時等において、環境に放出され

る放射性物質を低減する機能を有する。第 1図にアニュラス部排気設備の概略構成を示す。 

  第 1図に示すとおり、アニュラス部排気設備の弁及び排風機並びに非常用ガス処理装置は多重化

しているが、アニュラス部排気設備の静的機器であるダクトの一部が単一設計となっている。 

 

 

第 1図 アニュラス部排気系の概略構成 
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12条(2)-別紙 3-別添 1-2 

 

 （2）静的機器の単一故障に係る設計上の考慮 

  アニュラス部排気設備の静的機器であるダクトの一部、単一設計箇所について、アニュラス部排

気設備に期待している設計基準事故時の実効放出継続時間は 24 時間未満としており、使命時間が

短いことから、その単一故障は仮定しない。 

 

  なお、設計基準事故として、アニュラス部排気設備に期待している「１次冷却材漏えい事故」及

び「１次アルゴンガス漏えい事故」に対して、単一設計箇所であるダクトの一部が事故の発生と同

時に故障したものと仮定した場合の敷地境界外における実効線量は、それぞれ、 

   ・ １次冷却材漏えい事故    ：約 2.0 mSv（申請ケース：約 4.0×10-3 mSv） 

   ・ １次アルゴンガス漏えい事故 ：約 1.1×10-1 mSv（申請ケース：約 3.1×10-3 mSv） 

  となる。単一設計箇所であるダクトの一部が事故の発生と同時に故障したと仮定しても、設計基

準事故の判断基準である周辺公衆への実効線量 5 mSvを下回る。 

   

  アニュラス部排気設備は、事象発生前から動作しており、かつ、事象発生後も引き続き動作する

ものであり、また、その構造・運転条件等から、静的機器であるダクトが故障することは考えにく

いが、当該ダクトが故障したとしても、補修テープ等によりその故障を安全上支障のない期間内に

修復することも可能である。なお、当該修復作業にあっては、必要に応じて、空気呼吸器を着用す

るものとし、放射線防護上の措置を講じることで、作業員の被ばく低減に努める。 
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